
 

 

男女が共に生きるまち八王子プラン担当課長連絡会設置要綱 

 

平成１８年４月１日施行 

 

（設置目的） 

第１条 男女が共に生きるまち八王子プランに基づき、人がひととして尊重されいきいき

と暮らせる男女共同参画社会の形成をめざして、男女共同参画に関する総合的な施策の

推進を図るため、男女が共に生きるまち八王子プラン担当課長連絡会（以下「連絡会」と

いう。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 連絡会は、次の各号に掲げる事項について検討する。 

（１）男女が共に生きるまち八王子プランの策定及び変更に関すること。 

（２）男女が共に生きるまち八王子プランの推進に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する事項 

 

（組織） 

第３条 連絡会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 連絡会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、男女共同参画課長とし、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条  連絡会は会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 連絡会は、必要があると認めるときは、第３条に定める者以外の者を会議に出席 

させることができる。 

 

（実務担当者会） 

第６条 必要に応じ、連絡会に実務担当者会を置くことができる。 

２ 実務担当者会は、連絡会から付託された事項について調査、検討等を行う。 

３ 実務担当者会は、連絡会が指定する者をもって構成する。 

４ 実務担当者会は、会長が招集し、これを主宰する。 

５ 会長は、実務担当者会において検討した事項を連絡会に報告する。 



 

 

（庶務） 

第７条 連絡会及び実務担当者会の庶務は、市民活動推進部男女共同参画課において 

担当する。 

 

（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は会長が別に 

定める。 

  

 附則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、令和５年８月１４日から施行する。 
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